
2024年８月21日開催
第２回豊岡市多様性推進・ジェンダーギャップ対策
検討委員会・庁内検討委員会 合同会議

多様性推進・ジェンダーギャップ対策課

パートナーシップ制度導入後の状況について

〇パートナーシップ関係にある方が行政サービスを利用可能に

４月から、「兵庫県パートナーシップ制度」の受理証明書の
提出により、同性カップル等パートナーシップ関係にある方が
豊岡市の行政サービスを利用できるようになりました。

利用できる市の行政サービス

市営住宅入居申込み
移住促進住宅入居申込み

定住促進事業補助金（引っ越しに

係る支援）の申請 ※７月追加

身体障害者等に対する
軽自動車税の減免

兵庫県受理証明書の提出により

兵庫県パートナーシップ制度：同性カップルや事実婚のカップルの届出を受け
て、兵庫県が証明書を交付する制度です。

同性カップルであっても、同居親族

として申込みが可能になります

内縁関係であることの

申立てが不要になります

パートナーシップ制度を導⼊2024年度から
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兵庫県パートナーシップ制度の状況
（2024.7.16現在）

届出件数 35件
・同性カップルも異性カップルもある
・外国籍の方もいる

届出方法
・電子申請65.7％、郵送22.9％、対面11.4％

届出しようと思った理由（複数回答）
・病院での面会等に利⽤したい（73.7％）
・関係性を証明したい（68.4％）
・⺠間サービスで家族としての適⽤を受けたい
（68.4％）

※兵庫県資料より抜粋

兵庫県の取組み
（相談、居場所づくり）


